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東栄町地域おこし協力隊（民間企業等受入型）受入事業者 募集要項 

１ 事業の目的と概要 

地域の活性化及び地域産業の振興を目的として、都市部から人材を誘致し、地域における活動を通じて定住・

定着を図るため、総務省が定める「地域おこし協力隊推進要綱」（平成２１年総行応第３８号）に基づき、東栄町

地域おこし協力隊（以下「隊員」という。）を平成２５年度から委嘱しています。令和８年４月１日時点で６名の

隊員が町内で活動していますが、そのうち１名の移籍先として、地域課題の解決や移住・定住策に寄与するため、

隊員と協働して地域協力活動を行う民間企業等（以下「事業者」という。）を募集します。 

 

２ 受入隊員（以下「隊員Ａ」）について 

⑴ 東栄町地域おこし協力隊としての経歴 

  ２０代女性。令和７年１０月から令和８年５月まで株式会社 kiyomari に所属し、森林資源を活用した商

品、サービスを開発、多様性と持続性のある森林づくりを行うことを目的として活動。 

⑵ 主な活動実績 

  ・フレグランス用素材（杉、クロモジ）採取 

・東栄町制７０周年記念式典における記念品（フレグランス）の製作 

・三ツ瀬地区町民と清学山荘にてお茶会（交流会）企画実施 

・「日本の森のアロマ講座」で森林アロマの活用法を学ぶ 

・「茶道から学ぶホスピタリティ講座」にて来客対応等を学ぶ 

・企業向け半日リトリート体験の準備と来客対応 

・協力隊活動報告会オープンデーにて枝葉の香り比べ体験と杉のお茶試作品用意 

 

３ 応募対象者 

応募できる事業者は、町内に事務所・事業所等を置く法人（株式会社・ＮＰＯ法人・一般社団法人など）及び

町内に住所を置く個人事業主です。 

 

４ 応募要件 

事業者として応募する方は、隊員の活動を支援し、活動基盤の強化を図るとともに、次の要件を満たしている

必要があります。 

⑴ 隊員は既存事業の運営をするための補充人材ではなく、新たな取組に挑戦するために必要な人材として雇

用すること。 

⑵ 隊員の活動内容、研修内容に関して責任を持ち、町内での生活をサポートする担当者を配置し、その担当

者は町からの問い合わせに迅速に対応すること。 

⑶ 隊員が受入期間終了後も希望すれば、町内で働き続けられるように責任を持つこと。 

⑷ 事業者の運営に関する規則（定款、規約、会則等）を有し、責任者が明確であること。 

⑸ 町民税の申告義務があり町税を滞納している事業者でないこと。 

⑹ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規定する営業

を行う事業者でないこと。 

⑺ 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者でないこと。 

⑻ 役員等が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員

と社会的に非難されるべき関係を有している事業者でないこと。 



 

５ 契約に関する事項 

⑴ 隊員の取扱 

① 町は「東栄町地域おこし協力隊」として委嘱します。 

② 事業者は、隊員と雇用契約を締結します。 

③ 受入隊員数は、当該年度において１名までとし、常時２名を上限とします。 

④ 一つの活動につき１名までの受入れとします。 

⑵ 事業内容 

別紙「仕様書」のとおり 

⑶ 町との関係性 

事業者と町は、委託契約を締結します。 

なお、万一、応募書類の記載内容に虚偽の内容があった場合は、契約を締結しない又は解除することがあり

ます。 

⑷ 財政支援 

１隊員あたり 金４，４００，０００円／年（消費税及び地方消費税を含む）を上限とします。なお、次の

内訳の上限を超える流用は認められません。 

内訳 
報償費 ２，４００，０００円 

上記以外の活動に関する経費【活動費】 ２，０００，０００円 

※年度途中に雇用した場合又は解雇した場合の上限は、月割により計算します（１，０００円に満たない端

数は切り捨てる。）。 

⑸ 委託契約期間 

令和８年６月１日から令和９年３月３１日まで。 

なお、隊員Ａは令和７年１０月１日から令和８年５月３１日まで別の受入事業者の下で活動していること

から、隊員の任期（最長３年：令和１０年９月３０日まで）に応じて再委託することができます。 

⑹ 委託料の支払い 

町の審査を経て、事業者の請求に基づき支払うこととします。請求額の根拠資料も併せてご提出ください。 

⑺ 会計処理等 

委託料の会計処理については、次のとおり対応してください。 

① 独立した口座を開設してください。 

② 専用の帳簿（任意様式）を設け、費用区分に従い整理してください。 

③ 支出の根拠となる請求書、領収書及び振込依頼書等を保存してください。 

④ 委託業務に係る帳簿及び証拠書類等は、委託業務完了年度の翌年度から５年間保存してください。 

⑻ その他 

① 財政支援額は、国の「地域おこし協力隊推進要綱」の地方財政措置額を財源に支援するものであり、国

の同要綱の改正が行われた場合は、財政支援額に変更が生じることがあります。 

② 審査等の状況により、受入希望に沿えないことがあります。 

③ 隊員の活動期間は、原則として１年以内とし、３年を限度として期間を更新することができます。ただ

し、隊員Ａは令和７年１０月１日から令和８年５月３１日まで別の受入事業者の下で活動していることか

ら、任期は最長で令和１０年９月３０日までとします。財政支援も同様とし、それ以降の財政支援は行いま

せん。 

 

 



６ スケジュール 

応 募 期 間 令和８年５月１３日（水）から令和８年５月２４日（日）まで 

審査（書類・面談）     令和８年５月２８日（木）までに実施 

受入事業者決定 令和８年５月２９日（金） 

活 動 開 始 令和８年６月１日（月） 

 

７ 応募手続き等に関する事項 

⑴ 提出書類 

① 東栄町地域おこし協力隊員受入申込書（別記様式第１号） 

② 応募要件に係る宣誓書（別記様式第２号） 

③ 活動支援事業等提案書（別記様式第３号） 

④ 定款、規約、会則又はこれらに類する書類 

⑤ 隊員の労働条件を示す書類 

⑥ その他参考資料（任意・様式自由） 

⑵ 提出方法など 

① 提出部数 ⑴の書類①～⑥をまとめて１部 

② 提出方法 持参若しくは郵送 

③ 提出期限 令和８年５月２４日（日） 必着 

 

８ 事業者の選定 

⑴ 選定方法 

本募集要項に定める要件及び業務遂行能力、事業の実現性・継続性、独自性・先進性などを総合的に評価し

て事業者を選定します。特に隊員Ａの活動実績との親和性や、隊員の配置により地域の活性化にどう貢献

するのかが重要なポイントとなります。 

⑵ 採用予定事業者数 

１事業者 

⑶ 失格事由 

次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外します。 

① 提出書類に虚偽の記載を行うこと。 

② その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

⑷ 選定結果の通知 

選定の結果は決定後速やかに、応募者に対して通知します。 

 

９ その他 

⑴ 提出いただいた書類は返却しません。 

⑵ 提出書類は、本事業等の目的用途以外に使用しません。 

⑶ 提案書類を提出後に辞退する場合は、速やかに辞退届（任意様式）を提出してください。 

 

10 提出先・問い合わせ先 

東栄町政策推進課政策係 

449-0292 北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑２５番地 

電話：0536-76-0502 



FAX：0536-76-1725 

メール：seisaku@town.toei.lg.jp 

  


